
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    【配備場所及び数量】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 今般の改定は、これまで国や県、関係市町村等と協議を進めてきた以下の２点が主な

改定内容。 

１ 安定ヨウ素剤の配布及び配備体制、緊急配布場所等の修正  

２ スクリーニング・簡易除染の実施体制等を新たに記載  

原子力災害時における市民の防護措置（避難する際の流れ）において、「安定ヨウ素

剤の配布」と「スクリーニングの実施」に係る体制が整理され、市民の一連の避難行動

が示されることになったことを踏まえ、本計画に反映するもの。 

 「上越市原子力災害に備えた屋内退避・避難計画」 の主な改定内容について（ポイント） 

その他   県広域避難計画等の改定を踏まえた修正  

① 「自然災害との複合災害時における対応」の基本的な考え方を新たに記載【別紙資料 1-1】  

② 「感染症の流行下における対応」について新たに記載【別紙資料 1-2】  

③ 緊急事態区分等の表記の適正化【別紙資料 1-3】 

④ 避難等の実施（避難手段の確保）に係る修正【別紙資料 1-4】  

⑤ 要配慮者等の避難体制に係る修正【別紙資料 1-5】 

ポイント 1   安定ヨウ素剤の配布及び配備体制、緊急配布場所等の修正  
 

ポイント２   スクリーニング・簡易除染の実施体制等を新たに記載 

・「新潟県スクリーニング・簡易除染マニュアル」に基づき、避難や一時移転する者の汚染状況

を確認することを目的に実施する検査を「スクリーニング」としたほか、実施主体、除染を行

う判断基準、実施場所など、県の計画を反映。（別冊 P.36） 

・市内 10か所を含む県内スクリーニングポイント候補地を新たに記載。（別冊資料 P.10） 

主な改定のポイント 

・県が市町村、医療機関等と連携し、安定ヨウ素剤の配布及び配備体制を整備することや UPZ で事前配

布を推進することなどを新たに記載。（別冊 P.33） 

・配備場所は現状に合わせてＵＰＺの区総合事務所等に修正。（別冊 P.35） 

・安定ヨウ素剤の緊急配布は、バスで避難する人は「①一時集合場所」、自家用車で避難する人は「②ス

クリーニングポイント」での実施を新たに記載。（別冊 P.35） 

 
【①バスで避難する人の緊急配布場所（一時集合場所）】 

【②自家用車で避難する人の緊急配布場所】 スクリーニングポイント 

ポイント 1
① 

 

ポイント 2 

スクリーニングポイント候補地 

① 

② 

③ 

④ ⑤ 

⑥

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

 

ＵＰＺ 

ＵＰＺ外 

資料２ 


